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おおふなとさいがいＦＭで、広報りくぜんたかた臨時号の内容など、毎日本市の情報を
放送しています。周波数は８０．５ＭＨｚで、午前８時、１１時、午後２時、５時の４
回放送しています。広報と合わせてそちらも利用してください。 

ᾇஉᾀଐẦỤӲᆔૠ૰ửࣉӓẲộẴ 
 震災以降、被災者の各種手続きが増えたことから、諸証明などの手数料を無料としてきましたが、
８月１日（月）から次のとおり徴収しますので、あらかじめご了承願います。 
◆൦ᢊ૰ᛪ൭ỉϐỆếẟề 

水道料金については３月分から請求していませんでしたが、９月分料金（８月に使用した分）から
請求を再開することになります。 

給水申込書が提出されていない所は、止水栓を閉栓することになりますので、水道を使用する場合
は８月１９日（金）までに水道事業所に提出してください。 

また、給水申込をした後、転居などにより水道を使用しなくなる場合には、中止の手続きが必要に
なりますので、水道事業所まで連絡してください。 

なお、井戸水を使用している仮設住宅については、給水申込書の提出は必要ありません。 
 詳しくは、水道事業所業務係（内線２４３）まで。 
 

◆ɦ൦ᢊ̅ဇ૰ễỄỉࣉӓỆếẟề 
 水道料金が９月分料金（８月に使用した分）から請求を再開することに伴い、下水道使用料などに
ついても、９月分から使用料を徴収します。 
▽徴収する使用料 公共下水道使用料、農業集落排水施設使用料、漁業集落排水施設使用料 
※１．下水道使用料などは、水道料金と合算して徴収します。 
※２．農業集落排水施設などの使用者のうち、自家水を併用している家庭で３月以降使用人数の変更
がある場合は、変更届の提出が必要ですので、都市計画課までお越しください。 
 詳しくは、都市計画課下水道係（内線２６１）まで。 
 

 ዅᝲỆếẟềఄܖấợỎڼዅỉఄܖ◆
 ９月１日（木）より学校給食センターを稼働し、市内一斉に学校給食を開始する予定で、現在準備

を進めています。それに伴い、学校給食費を徴収します。 

なお、学校給食費の支援については、「東日本大震災による被災児童生徒に対する陸前高田市児童生

徒就学援助制度」や「通常の就学援助制度」がありますので、学校に問い合わせてください。 

また、給食日数や納金方法などについては、後日あらためてお知らせします。 

さまざまなご不便、ご心配をおかけしておりますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 詳しくは、学校給食センター（�５５－２０７３）まで。 
 
◆̬Ꮛ૰Ệếẟề 
 平成２３年度の保育料は、４月・５月に正規の形での保育ができなかったことから無料とします。 
 また、６月以降の保育料については、９月に納入通知書を送付しますので納付のご協力をお願いし
ます。納期については、６月から８月分は、９月分とあわせ９月末日、１０月以降については各月末
を納期限とします。 
 東日本大震災・津波により住居が損壊（半壊・大規模半壊・全壊）した人や、生計維持者が失業さ
れた場合について、前年の所得税額によって適用される保育料の階層を特Ｂ階層と変更し、保育料を
無料とします。 
▽平成２３年度保育料の減免対象 
（ア）罹災証明が出ている者（半壊以上）。 
（イ）震災により失業し、その状況が認められる書類、または本人申し立ての提出があった者。 
 詳しくは、社会福祉課児童福祉係（内線２０１）まで。 
 
◆ᾇஉᾀଐẦỤৎቔᜈ৫ஜὉ˰ൟᅚễỄỉᚰଢỉʩ˄ૠ૰ửࣉӓ 
 東日本大震災以降、無料で交付しておりました戸籍謄抄本、住民票、印鑑登録証明書、所得証明書
などの交付手数料と、清掃センターごみ手数料、火葬場手数料は、８月１日より徴収します。 
 詳しくは、市民環境課（内線１３０）まで。 



 

 

 ↕ᑔบ૾᩿↧↝⇶⇟↝ᢃᘍ↚↓ⅳٻ◆
大船渡方面へのバスについては、鳴石団地から県立大船渡病院の区間を 1 日４便無料で運行してい

まが、８月からは通常どおり有料となります。なお、運行時刻の変更はありません。 
また、ピースウィンズ・ジャパンのご協力により、大船渡方面に運行している「おもいやりバス」

は、市内に仮設店舗が開店してきていることから、８月７日（日）で終了しますのでご了承願います。 
 詳しくは、企画政策課政策推進係（内線１７０）まで。 
 

 ႻᛩỉấჷỤẶࢌᎰૅੲἜἥἄὊἑὊЈݼ ޅіޥ◆
 岩手労働局では、下表のとおり就職支援に関する出張相談を開催します。 

ଐ ᧓ Ⴛᛩ˟ئ 

８月１日(月) 

午前１１時～午後２時 

第一中学校 
下矢作コミセン 

８月２日(火) 
広田小学校 
雷神自治会館 

８月３日(水） モビリア 

８月４日(木) 
サンビレッジ高田 
商工会仮事務所 

８月５日(金) 
長部コミセン 
滝の里工業団地仮設住宅団地 

▽内容 就職相談（求職の受け付け・職業相談）、求人情報の検索・提供、雇用調整助成金制度 

   の周知、雇用保険失業給付手続方法の周知、管轄ハローワークとの連携、訓練・生活支援 
   給付金の案内、各種技能講習修了証の再交付申込方法の周知など 
 詳しくは、岩手労働局職業安定部職業安定課（�０１９－６０４－３２０３）まで。 
 

◆Ⴤᇌ᭗ဋ၏ᨈẦỤỉấჷỤẶ 
 県立高田病院の８月からの診療は下記のとおりです。 
▽診療科と受付・診察時間 

ᚮၲᅹ Ӗ˄᧓ ᚮݑ᧓ ͳᎋ 

一般内科、整形
外科、眼科、小
児科、呼吸器外
来 

午前７時～１１時、
午後１時～３時 

午 前 ９ 時 ～ 正
午、午後１時３０
分～４時 

※１．小児科の午後の診察は、特殊外来、予
防接種、健診の日もあります。確認の上来院
してください。 
※２．呼吸器外来は午前中の診療です。 

外科 午前７時～１１時 午前９時～正午 毎週月曜日午前中の診察 
皮膚科 午前７時～１０時 午前１０時～ 毎週水曜日の診察 
小川糖尿病外来 午前７時～１１時 午前９時～正午 ８月１０日（水）、２４日（水） 
耳鼻科 午前７時～午後２時 午後１時３０分～ ８月は８月１０日（水）のみ 

 詳しくは、県立高田病院（�５４－３２２１）まで。 
 

 ᜱٟႻᛩỉ͵Ệếẟềࡰᜱٟ˟ỆợỦ૰ࡰޥ◆
▽開催日時 ８月中は毎週火、木、土曜日 午後１時～５時 
▽場所 米崎中学校１階 
▽備考 予約不要、相談無料。相続、保険、借家、その他支援に関する相談を受け付け。 
▽電話相談 ０１２０－７５５－７４５（月～土曜日の午後１時から４時） 
 
◆ὍἼἅὊầˎᚨ˰ܡử߹ׅẴỦ૰ἩἼὅἚἇὊἥἋửڼ 
 ㈱リコーでは、仮設住宅を巡回して、り災証明書、被災証明書、その他申請用書類などを、その場
でコピー、プリントするサービスを８月２日からスタートします。巡回する仮設住宅には、あらかじ
めチラシを配布しますので、どうぞご利用ください。 
 詳しくは、㈱リコー震災復興支援室阿部（�０８０－２３９５－４４２２）まで。 
 
◆ấởẮỉئ࠼ẨỤụỮẨẾẵϐᚡࣞỶἫὅἚử͵ 
 横浜市港北区高田町から、ゆるキャラ“たかたん”を迎え、おやこの広場きらりんきっず再開記念
イベントを開催します。 
▽日時 ８月１日（月）午前１０時～午後３時 
▽場所 カフェドバーわいわい内仮設プレハブ（高田町鳴石地内） 
 詳しくは、気仙地域子育て支援ネットワーク Wa-I（�０８０－２８２７－１６５８）まで。 
 

【訂正とおわび】広報りくぜんたかた臨時号９２号でお知らせした盛岡さんさ踊りの招待の期日は、８月３日

（水）ではなく、４日（日）となります。訂正しておわびいたします。 


